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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水晶体嚢を有する眼に対してレーザ支援型手術を行うためのシステムであって、
　複数のレーザパルスを含む治療ビームを生成するように構成されたレーザ源と、
　治療レーザ送出アセンブリに作動的に結合された撮像アセンブリをそれらが少なくとも
１つの共通光学要素を共有するように含み、１つ又はそれよりも多くのターゲット組織構
造体に関する画像情報を取得し、かつ該ターゲット組織構造体のうちの少なくとも１つに
破壊を引き起こすために３次元パターンで前記治療ビームを向けるように構成された一体
型光学系と、
　前記レーザ源と前記一体型光学系とに作動的に結合され、複数の固定嚢切開を前記水晶
体嚢に切り込むように該系を制御するように構成されたコントローラであって、該固定嚢
切開が、眼内レンズ（ＩＯＬ）の固定特徴部を収容するように構成される、前記コントロ
ーラと、
　を含み、
　各々の前記複数の固定嚢切開の横断方向の各位置は、前記コントローラによる前記水晶
体嚢の非対称性と関連しない少なくとも一つの眼の非対称性の決定に少なくとも部分的に
基づき、
　前記固定嚢切開は、当該固定嚢切開が、嚢収縮の自然な非対称性の方向に対応するよう
に配向された回転非対称のパターンを形成するように配置され、
　前記眼の内部での前記ＩＯＬの整列を保証するために、前記ＩＯＬの非対称軸を画定す
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る、対応する一つの前記固定特徴部を受容するように、前記固定嚢切開の一つは、それを
通る眼の非対称軸を区別するように他の固定嚢切開とは異なる形状を有する、ことを特徴
とするシステム。
【請求項２】
　前記固定特徴部は、前記固定嚢切開に隣接して前記水晶体嚢と接続するように構成され
た前記ＩＯＬの表面に対して横断方向に突出することを特徴とする請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記複数の固定嚢切開が、前記水晶体嚢を切開する前記レーザを使用することによって
該水晶体嚢に形成され、該固定嚢切開の各々が、前記ＩＯＬの対応する固定特徴部を収容
するように構成され、
　前記ＩＯＬ上の対応する特徴部が、第１の部分と第２の部分を含み、該第１の部分は、
前記固定嚢切開を通過するサイズを有する第１の断面寸法を有し、該第２の部分は、該第
１の断面寸法よりも小さい第２の断面寸法を有し、
　前記特徴部は、前記第１の部分が、前記第２の部分が前記嚢を通って延びる時に該嚢の
第１の側面上に保持されるように、前記ＩＯＬの本体からある距離を延びる、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記異なる形状を有する固定嚢切開は、ボタン穴、直線、涙滴形状、丸形、丸いコーナ
を有する矩形、鋭いコーナを有する矩形、丸いコーナを有する正方形、鋭いコーナを有す
る正方形、直線、及び楕円形から構成される群から選択された形状を有する、
　ことを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数の固定嚢切開及び前記ＩＯＬは、前記眼の乱視の矯正を提供するために該ＩＯ
Ｌを該眼に対して配向するように構成され、
　前記ＩＯＬは、該ＩＯＬの収差矯正軸に対する前記特徴部の位置の予め決められた構成
を含み、
　前記固定嚢切開は、前記眼の収差矯正を提供するために前記ＩＯＬの前記収差矯正軸を
該眼の収差軸と位置合わせする位置に置かれ、
　前記固定嚢切開の位置が、前記ＩＯＬを前記眼の前記軸と位置合わせさせるために該眼
の前記収差矯正軸に関連して回転される、
　ことを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記固定嚢切開の少なくとも１つが、前記ＩＯＬが埋め込まれる時に該ＩＯＬの前記固
定特徴部を通過する円に対して正接して伸長され、
　前記固定特徴部の少なくとも１つが、対応する前記固定嚢切開に隣接して前記水晶体嚢
と接続するように構成された前記ＩＯＬの表面に対して横断方向に突出する、
　ことを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
　前記眼は、前眼房を有し、
　前記水晶体嚢は、前嚢と後嚢を含み、
　前記ＩＯＬは、前記前眼房内、前記水晶体嚢上又は内、前記後嚢の前側上、及び前記前
嚢の後側上から構成される群から選択された位置に置かれるように構成される、
　ことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ＩＯＬは、ピギーバックＩＯＬであることを特徴とする請求項２に記載のシステム
。
【請求項９】
　前記固定嚢切開は、前記水晶体嚢に第２のＩＯＬを前記ＩＯＬ及び該第２のＩＯＬが両
方とも該水晶体嚢に結合されるように結合するように構成され、



(3) JP 6444973 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

　前記第２のＩＯＬは、前記ＩＯＬに対して前方に位置決めされ、
　前記水晶体嚢に対する前記第２のＩＯＬの向きが、システムによって該水晶体嚢を通し
て作成された２つ又はそれよりも多くの固定嚢切開を使用して拘束される、
　ことを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記水晶体嚢は、前嚢と後嚢を含み、
　前記固定嚢切開は、前記前嚢、前記後嚢、及び該前嚢及び後嚢の両方から構成される群
から選択された位置に置かれる、
　ことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記固定嚢切開の一部が、前記ＩＯＬに対して好ましい向きで設置されるように構成さ
れた第２のＩＯＬの対応する複数の固定特徴部を収容するように構成されている、ことを
特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記固定嚢切開を前記水晶体嚢に切り込むように該系を制御する
ように構成され、該固定嚢切開が、薬剤溶出部材を収容するように構成され、該薬剤溶出
部材の機械的特徴部が、該水晶体嚢に対する該薬剤溶出部材の位置を保持するために該固
定嚢切開の一部を通して取外し可能に装着されるように構成されたコントローラと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は、２０１３年３月１５日出願の米国特許仮出願第６１／７８８，２０１号に対
する優先権を主張するものであり、この特許の内容全体は、引用によって本明細書に組み
込まれる。完全なパリ条約による優先権がこれにより明示的に留保される。
【背景技術】
【０００２】
　白内障摘出は、世界で最も一般的に行われている外科手順の１つである。白内障は、眼
の水晶体又はそのエンベロープ、すなわち、水晶体嚢の不透明化によって形成される。白
内障は、レンズを通る光の通過を妨げる。白内障は、軽微から完全まで不透明度の程度が
変化する可能性がある。加齢関連の白内障の発症の初期には、レンズの屈折力が増大され
る場合があり、近視（近眼）が引き起こされる。レンズの漸進的な黄変及び不透明化は、
青色の知覚を低減する場合があり、それは、それらの波長が吸収されて水晶体内で散乱さ
れるからである。白内障形成は、典型的には遅く進行し、漸進的な失明をもたらす。白内
障は、未治療の場合に潜在的に失明に至る。
【０００３】
　一般的な白内障治療は、不透明水晶体を人工眼内レンズ（ＩＯＬ）と交換することを伴
っている。現在、年間につき推定１５００万件の白内障手術が世界的に行われている。白
内障治療市場は、移植のための眼内レンズ、外科的手技を容易にする粘弾性ポリマー、及
び超音波白内障手術先端部、チューブ、様々なナイフ、及び鉗子を含む使い捨て器具を含
む様々なセグメントから構成される。
【０００４】
　現在、白内障手術は、典型的には、関連の潅注及び吸引ポートを有する超音波先端部が
、水晶体前嚢に作られた開口部を通じた除去を容易にするためにレンズの比較的硬い核を
刻むために使用される水晶体超音波乳化吸引術と呼ばれる技術を使用して行われている。
レンズの核は、水晶体嚢と呼ばれるレンズの外膜内に封入されている。レンズ核へのアク
セスは、小さい丸い孔が水晶体嚢の前側に形成される前嚢切開を行うことによって与える
ことができる。レンズ核へのアクセスはまた、手動連続曲線嚢切開（ＣＣＣ）手順を行う
ことによって与えることができる。レンズ核の除去後に、合成折り畳み可能眼内レンズ（
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ＩＯＬ）は、小さい切開部を通して眼の残りの水晶体嚢内に挿入することができる。典型
的には、ＩＯＬは、前嚢及び水晶体嚢の縁部によって定位置に保持される。ＩＯＬはまた
、単独に又は前嚢と鍵結合するかのいずれかにより、後嚢によって保持される場合がある
。この後者の構成は、「レンズ内の嚢」移植として当業技術で公知である。
【０００５】
　白内障摘出手順において最も技術的に困難かつ極めて重要な段階の１つは、レンズ核へ
のアクセスを与えることである。手動連続曲線嚢切開（ＣＣＣ）手順は、水晶体前嚢を円
形に穿孔するために鋭い針が使用され、次に、典型的には直径５－８ｍｍの範囲の水晶体
嚢の円形断片が除去される缶切り式嚢切開と呼ばれる早期の技術から進化したものである
。嚢切開は、小さいほど手動で生成するのが困難である。嚢切開は、水晶体超音波乳化吸
引術による次の核彫刻の段階を容易にする。初期の缶切り式技術に関連付けられる様々な
複雑さに起因して、当業技術の一流専門家により、乳化吸引段階の前に水晶体前嚢を除去
するためのより良い技術の開発が試みられた。
【０００６】
　手動連続曲線嚢切開の望ましい結果は、核の水晶体超音波乳化吸引を安全かつ容易に行
うことができるだけでなく眼内レンズの簡単な挿入をもたらすための滑らかな途切れない
円形開口部をもたらすことである。前嚢の得られる開口部により、核除去中のツール挿入
及びＩＯＬ挿入のためのクリアな中心アクセス、患者の網膜への画像の伝達のための恒久
的開口の両方、及び同じく転位の可能性を制限する残留嚢の内側のＩＯＬの支持が得られ
る。ＩＯＬを患者の眼に収容し、拘束し、位置決めし、かつ維持するために残留嚢の形状
、対称性、均一性、及び強度への得られる依存性は、ＩＯＬの配置精度を初期にかつ時間
の経過にわたって制限する。次に、患者の屈折矯正の結果及び得られる視力は、ＩＯＬ配
置不確実性のために決定性が劣り、かつ本質的に最適状態に及ばない。これは、特に非点
収差矯正（「乱視」）及び適合（「老視」）ＩＯＬに対して当て嵌まる。
【０００７】
　同じく外科医が、赤色反射の欠如のために適切に嚢を視覚化することができず、嚢を十
分に安全に把持することができず、かつ半径方向の裂け目及び拡張部を作り出さずに適切
なサイズのかつ正しい位置で嚢に滑らかな円形の開口部を開けることができないことに関
連する問題が発生する場合がある。嚢を開けた後の前眼房深度の深さの維持、瞳の小さい
サイズ、又はレンズ不透明度に起因する赤色反射の欠如に関係がある技術的な困難も存在
する。視覚化に関する問題の一部は、メチレンブルー又はインドシアニングリーンのよう
な染料の使用を通して最小にすることができる。追加の複雑性も、弱い毛様小帯を有する
患者（典型的には高齢の患者）及び制御可能にかつ確実に断裂して開けることが非常に困
難である非常に柔らかくて弾力性がある嚢を有する非常に幼い子供に発生する場合がある
。
【０００８】
　「レンズ内の嚢」ＩＯＬの移植は、典型的には同じサイズの水晶体嚢内の前後の開口部
を使用する。しかし、「レンズ内の嚢」構成に適合する前後の嚢切開を手動で作成するこ
とは特に困難である。
【０００９】
　多くの白内障患者は、乱視性視覚誤差を有する。乱視は、角膜曲率が全方向で等しくな
い時に発生する可能性がある。ＩＯＬは、乱視を矯正するのに使用することができるが、
正確な回転的かつ中心的配置を必要とする。これに加えて、ＩＯＬは、典型的には５Ｄの
乱視を超えた矯正には使用されない。しかし、多くの患者は、５Ｄよりも大きい乱視性視
覚誤差を有する。５Ｄを超える高度の矯正は、典型的には角膜をより球形にするためのそ
の再成形が必要である。角膜形成、乱視矯正角膜切開、角膜弛緩切開（ＣＲＩ）、及び輪
部弛緩切開（ＬＲＩ）を含む角膜を再成形する多くの既存の手法が存在する。乱視矯正角
膜切開、角膜弛緩切開（ＣＲＩ）、及び輪部弛緩切開（ＬＲＩ）では、角膜切開は、十分
に定められた方法及び深さで行われ、角膜がより球形になるように形状を変えることを可
能にする。現在、これらの角膜切開は、典型的には、多くの場合に限定的な精度を伴って
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手動で達成される。
【００１０】
　薬剤の持続放出のための従来の方法によって理想的に対処されていない多くの持続する
眼科的な必要性も存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第５，７４８，８９８号明細書
【特許文献２】米国特許第５，７４８，３５２号明細書
【特許文献３】米国特許第５，４５９，５７０号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１１１，６４５号明細書
【特許文献５】米国特許第６，０５３，６１３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　すなわち、眼を治療する方法及びシステムの改良が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　マイクロフェムト切開を含むことができるいずれか１つ又はそれよりも多くの固定嚢切
開の作成の方法及び装置を提供する。マイクロフェムト切開を含むような固定嚢切開は、
嚢内、前眼房、及び／又は後眼房配置のための眼内レンズ上の相補型固定特徴部を用いて
行うことができる。固定嚢切開及び／又はマイクロフェムト切開はまた、嚢固定式の薬剤
溶出インプラントを固定するのに使用することができる。
【００１４】
　白内障の除去及び治療を特に言及するが、本明細書に説明するような方法及び装置は、
多くの外科手順のうちの１つ又はそれよりも多く、例えば、患者の非白内障の眼の固定切
開と共に使用することができる。
【００１５】
　多くの実施形態において、固定嚢切開のパターンが、眼の水晶体嚢内に作成され、眼内
レンズ（ＩＯＬ）は、次に、ＩＯＬの固定特徴部を固定嚢切開のパターンに機械的に係合
することによって水晶体嚢に結合される。ＩＯＬは、非収容式ＩＯＬ又は収容式ＩＯＬを
含むことができる。また、多くの実施形態において、ＩＯＬと水晶体嚢の間に確立される
ことになる軸線方向の向きが決定される。眼は、回転軸を含むことができ、パターンは、
ＩＯＬ又は他のインプラントの軸を眼の意図する軸と位置合わせさせるように位置付ける
ことができる。多くの実施形態において、ＩＯＬは、収差矯正、例えば、非点収差又は高
次収差のような軸に沿った他の収差を含むことができ、固定特徴部のパターンは、ＩＯＬ
又は他のインプラントの軸を眼の軸と位置合わせさせる位置で眼上に置くことができる。
多くの実施形態において、非点収差矯正の軸が決定され、パターンは、ＩＯＬが視力矯正
軸に置かれ、かつ軸から離れるＩＯＬの回転が、置かれた時に妨げられるように、ＩＯＬ
の特徴部を受け入れるように小さい嚢切開を位置付けるために眼上で回転される。これに
代えて又は組み合わせで、小さい嚢切開は、ＩＯＬの中心を眼の光軸と位置合わせさせる
ように位置付けることができる。多くの実施形態において、プロセッサは、ＩＯＬ又は他
のインプラントの軸を眼の軸と位置合わせさせるために眼上の小さい嚢切開の角度的位置
を決定するための命令が具現化されたコンピュータ可読媒体を含む。多くの実施形態にお
いて、固定特徴部は、ＩＯＬの収差矯正軸に対して予め決められた角度的向きを含み、小
さい嚢切開は、ＩＯＬの収差矯正軸を眼の収差軸と位置合わせさせるように位置付けられ
る。
【００１６】
　固定嚢切開は、ＩＯＬが水晶体嚢に組み付けられるか又は非転回状態にされた時に、決
定された軸線方向の向きを達成するように位置付けることができる。従って、ＩＯＬは、
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水晶体嚢に対する望ましい位置及び向きに保持することができ、それによって水晶体嚢に
対するＩＯＬシフト位置及び／又は向きを有することに関連する望ましくない態様を回避
する。ＩＯＬはまた、以下に限定されるものではないが、前眼房内、眼の水晶体嚢内、眼
の後嚢の前側上、又は眼の前嚢の後側上を含む眼内の異なる位置に位置付けることができ
る。眼内のＩＯＬの位置におけるそのような柔軟性は、以前に埋め込まれたＩＯＬに対し
て前方に第２のＩＯＬを設置する機能のような治療の柔軟性の増大を提供する。
【００１７】
　一態様において、眼科的介入の方法を提供する。本方法は、固定嚢切開のパターンを眼
の水晶体嚢に作成する段階を含む。固定嚢切開のパターンは、眼内レンズ（ＩＯＬ）の固
定特徴部に機械的に結合されるように構成される。ＩＯＬは、次に、ＩＯＬの固定特徴部
を固定嚢切開のパターンと機械的に係合させることによって水晶体嚢に結合される。
【００１８】
　別の態様において、「マイクロフェムト切開」又は小さい嚢切開は、ＩＯＬを位置決め
しかつ向きを定めるために水晶体嚢に形成される。ＩＯＬは、更に、既存ＩＯＬの上方に
「ピギーバック」することができる。ＩＯＬを既存ＩＯＬの上方にピギーバックすること
は、光学調節が必要とされる時及び元のＩＯＬを除去する侵襲性及び危険性を回避するこ
とが望ましい時に望ましい場合がある。そのような光学的調節は、例えば、小児の眼の成
長などの結果として必要とされる場合がある。元のＩＯＬが良好に着座したが、正しい位
置にない場合に、良好に位置決めされたピギーバックＩＯＬを使用して患者の光学系を均
衡させることができる。重なり合うＩＯＬは、円筒形／円環光学矯正を与えることができ
、１つの領域で厚く、別の領域で薄く作ることができ、又は収差制御に対して屈折率プロ
ファイルを利用することができる。
【００１９】
　小さい嚢切開は、様々な形状を使用して作ることができる。線、矩形、正方形、及び楕
円形のような非半径方向対称形状は、埋め込まれることになるデバイス上の特徴部を補完
して特徴部を保持するために使用することができる。
【００２０】
　多くの実施形態において、薬剤のような治療剤の投与の改良のための方法及び装置を提
供する。薬の持続放出のために本明細書に開示する方法の用途の非限定的な例は、緑内障
薬物治療、反血管内皮成長ファクタ（ＶＥＧＦ）治療、及びジクロフェナクナトリウム、
ケトロラクトロメタミンのような治療薬及びＰＣＯと戦う細胞毒性ＬＥＣ特異遺伝子の放
出を含む。追加の非限定的な例は、角膜の化学的拡散又はポンピングを改善する他の化合
物を含む。典型的な持続放出薬剤配置は、比較的不安定なプラットフォームを与える眼内
に外科的に生成されたポケット内へのそれらの注入によって達成される。これとは対照的
に、縫合又は他の物理拘束物を伴わない改良型手法を提供する。実施形態において、マイ
クロフェムト切開は、薬剤溶出デバイス又はペレットを支持するのに使用される。
【００２１】
　特に滑らかに丸みを帯びた縁部を有するそのような小さい嚢切開の作成は、実際的には
手動で行うのは不可能である。これに加えて、プラズマ介在（又は光破壊）嚢切開は、手
動で作成される嚢切開よりも実際に強力である。これは、驚くべき結果であり、その理由
は、嚢切開にエネルギ駆動式デバイスを使用する試みは、手動切嚢術と比較すると常に切
開縁部強度が劣っていると報告する医学及び科学文献が多数あるからである。プラズマ介
在嚢切開の強度の増大は、マイクロフェムト切開の作成又は小さいレーザによって作成さ
れる嚢切開に対する本発明の手法の重要度を更に高める。
【００２２】
　本発明の開示の特徴及び利点のより深い理解は、本発明の開示の原理が利用される例示
的実施形態を説明する以下の詳細説明及び添付図面を参照することで得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】多くの実施形態による固定嚢切開を作成することができるシステムの実施形態の
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概略図である。
【図２】多くの実施形態による固定嚢切開を作成することができる治療及び撮像光を送出
するために光多重化を利用するシステムの別の実施形態の概略図である。
【図３】多くの実施形態による固定嚢切開を作成することができる代替撮像システムを利
用するシステムの別の実施形態の概略図である。
【図４】多くの実施形態による固定嚢切開を作成することができる別の代替撮像システム
を利用するシステムの別の実施形態の概略図である。
【図５Ａ】多くの実施形態によるＩＯＬを拘束する例示的な固定嚢切開を示す図である。
【図５Ｂ】多くの実施形態によるＩＯＬを拘束する例示的な固定嚢切開を示す図である。
【図６Ａ】多くの実施形態により実施形態によるＩＯＬを拘束する例示的な固定嚢切開を
示す図である。
【図６Ｂ】多くの実施形態により実施形態によるＩＯＬを拘束する例示的な固定嚢切開を
示す図である。
【図７Ａ】多くの実施形態によるボタン穴切開を含む例示的な固定嚢切開形状を示す図で
ある。
【図７Ｂ】多くの実施形態によるボタン穴切開を含む例示的な固定嚢切開形状を示す図で
ある。
【図７Ｃ】多くの実施形態によるボタン穴切開を含む例示的な固定嚢切開形状を示す図で
ある。
【図８Ａ】多くの実施形態により実施形態による固定嚢切開を用いて既存の水晶体の上に
埋め込まれるＩＯＬを示す図である。
【図８Ｂ】多くの実施形態により実施形態による固定嚢切開を用いて既存の水晶体の上に
埋め込まれるＩＯＬを示す図である。
【図９Ａ】多くの実施形態による異なるＩＯＬ固定切開構成の例を示す図である。
【図９Ｂ】多くの実施形態による異なるＩＯＬ固定切開構成の例を示す図である。
【図９Ｃ】多くの実施形態による異なるＩＯＬ固定切開構成の例を示す図である。
【図９Ｄ】多くの実施形態による異なるＩＯＬ固定切開構成の例を示す図である。
【図１０】多くの実施形態により実施形態による埋め込まれた薬剤溶出デバイスを収容す
るための固定嚢切開の使用を示す図である。
【図１１】多くの実施形態による固定嚢切開によって収容される移植可能な薬剤溶出デバ
イスの代替構成を示す図である。
【図１２】多くの実施形態による固定嚢切開によって収容される移植可能な薬剤溶出デバ
イスの別の代替構成を示す図である。
【図１３Ａ】多くの実施形態による固定嚢切開によって異なる位置に収容される埋め込ま
れた薬剤溶出デバイスの代替構成を示す図である。
【図１３Ｂ】多くの実施形態による固定嚢切開によって異なる位置に収容される埋め込ま
れた薬剤溶出デバイスの代替構成を示す図である。
【図１４】多くの実施形態により多くの実施形態による固定嚢切開を作成して眼内レンズ
の固定特徴部を固定嚢切開と結合する方法を示す図である。
【図１５】多くの実施形態による固定嚢切開を作成して薬剤溶出部材を固定嚢切開と取外
し可能に結合する方法を示す図である。
【図１６】多くの実施形態による眼科的介入の方法６５０を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下の説明では、本発明の開示の様々な実施形態を説明する。説明上、例示的実施形態
を完全な理解することができるように特定の構成及び詳細に対して説明する。しかし、特
定の詳細がなくても本発明の開示を実施することができることが当業者に明らかであろう
。更に、公知の特徴は、説明する実施形態を不明瞭にしないように省略又は簡略化される
場合がある。
【００２５】
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　１つ又はそれよりも多くの小さい固定嚢切開が眼の水晶体嚢内に形成されるレーザ支援
型眼科手術を行う方法及びシステムを提供する。１つ又はそれよりも多くの固定嚢切開は
、眼内レンズ（ＩＯＬ）の１つ又はそれよりも多くの対応する固定特徴部を収容するのに
使用することができ、その結果、ＩＯＬが水晶体嚢に対して拘束される。固定嚢切開はま
た、治療薬を時間と共に送出するために薬剤溶出部材を収容するのに使用することができ
る。固定嚢切開はまた、「ピギーパック」ＩＯＬを拘束し、かつ水晶体嚢によって拘束さ
れた既存の光学構造体（例えば、第１のＩＯＬ、水晶体）に対して前方に向けるために使
用することができる。
【００２６】
　本明細書に開示する方法は、図１に示すシステム２のような光ビームを患者の眼６８に
投射又は走査するシステムによって実施することができる。システム２は、超高速（ＵＦ
）光源４（例えば、フェムト秒レーザ）を含む。システム２を使用して、ビームを３次元
：ｘ、ｙ、ｚで患者の眼６８に走査することができる。光破壊を焦点（焦点ゾーン）の周
りに引き起こすために誘電破壊を生成するために短パルスレーザ光を眼組織に集束させる
ことができ、その結果、組織が光誘導性プラズマの近くで断裂される。この実施形態にお
いて、レーザ光の波長は、８００ｎｍ～１２００ｎｍ間で変えることができ、レーザ光の
パルス幅は、１０ｆｓから１００００ｆｓまで変えることができる。パルス繰返し周波数
も、１０ｋＨｚから５００ｋＨｚまで変えることができる。非ターゲット組織の想定外の
損傷に関する安全限界により、繰返し数及びパルスエネルギに関する上限値が抑制され、
更に、閾値エネルギ、手順を完了する時間、及び安定性により、パルスエネルギ及び繰返
し数の下限値が抑制される。眼６８における及び特に眼の水晶体６９及び前嚢内の被集束
点のピーク電力は、光学破壊を生成してプラズマ介在融除処理を開始するのに十分である
。生体組織内の線形光吸収及び散乱が近赤外線波長のために低減されるので、近赤外線波
長が多くの実施形態に使用されるが、多くの代替実施形態は、可視光、紫外線、又は赤外
光エネルギの１つ又はそれよりも多くを含む。非限定的な例として、レーザ４は、１００
ｋＨｚの繰返し数で５００ｆｓパルスを１～２０マイクロジュール範囲で個々のパルスエ
ネルギを生成する繰返しパルス１０３５ｎｍデバイスとすることができる。一般的に、あ
らゆる適切なパラメータを有するあらゆる適切なレーザを使用することができる。そのよ
うな適切なシステムの例は、Ｂｌｕｍｅｎｋｒａｎｚらの名の下で「３次元水晶体セグメ
ント化における水晶体及び嚢パターン化プラズマ介在レーザ穿孔方法及び装置」という名
称の米国特許出願第１１／３２８，９７０号明細書、同号第２００６／０１９５０７６号
に説明されており、この開示内容全体は、引用によって本明細書に組み込まれている。本
明細書に説明する実施形態による組合せに適する紫外レーザの実施形態は、Ｓｃｈｕｅｌ
ｅらの名の下で「眼組織及び眼内レンズを修正する方法及びシステム」という名称の米国
特許出願第１２／９８７０６９号明細書、同第２０１１／０１７２６４９号に説明されて
おり、この開示内容全体が、引用によって本明細書に組み込まれている。
【００２７】
　レーザ４は、光ビーム６を作成するために入力及び出力デバイス３０２を通して制御電
子機器３００によって制御される。制御電子機器３００は、コンピュータ、マイクロコン
トローラのようなプロセッサを含むことができる。この例では、コントローラ３００は、
システム全体を制御し、データは、入力及び出力デバイスＩＯ３０２を通して移動される
。グラフィカルユーザインタフェースＧＵＩ３０４は、システム作動パラメータ、プロセ
スユーザ入力（ＵＩ）３０６を設定して、目の構造体の画像のような収集された情報を表
示するのに使用することができる。ＧＵＩ３０４及びＵＩ３０６は、公知のコンピュータ
システムの構成要素、例えば、ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ、キーボー
ド、ポインタ、又はマウスのうちの例えば１つ又はそれよりも多くを含むことができる。
例えば、制御電子機器は、コンピュータシステムの１つ又はそれよりも多くのプロセッサ
を含むことができる。
【００２８】
　制御電子機器３００は、多くの方法のうちの１つ又はそれよりも多くで構成することが
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でき、かつ実施されるコンピュータプログラムの命令を有する有形媒体を有するプロセッ
サを含むことができる。多くの実施形態において、有形媒体は、実施されるコンピュータ
可読媒体の命令を有するコンピュータ可読メモリを含む。これに代えて又は組み合わせで
、制御電子機器は、フィールドプログラマブルゲートアレイが本明細書に説明するように
１つ又はそれよりも多くの命令を実行するようにゲートアレイ、プログラマブルゲートア
レイのようなアレイ論理部を含むことができる。有形媒体の命令は、制御電子機器のプロ
セッサによって実行することができる。
【００２９】
　生成されたＵＦ光ビーム６は、患者の眼６８の方向に進んで、１／２位相差板８及び直
線偏光子１０を通過する。ビームの偏光状態は、望ましい光量がＵＦビーム６の可変減衰
器の役目を協働して果たす１／２位相差板８及び直線偏光子１０を通過するように調節す
ることができる。更に、直線偏光子１０の向きにより、ビーム結合器３４に入射する入射
光偏光状態が決まり、その結果、ビーム結合器３４収量が最適化される。
【００３０】
　ＵＦ光ビーム６は、システム制御式シャッター１２、開口１４、及びピックオフデバイ
ス１６を通って進む。システム制御式シャッター１２は、レーザのオン／オフ制御を手順
及び安全上の理由から保証する。開口１４は、ＵＦ光ビーム６の有効外径を設定し、ピッ
クオフデバイス１６は、得られたビームをモニタする。ピックオフデバイス１６は、部分
反射ミラー２０と検出器１８とを含む。パルスエネルギ、平均電力、又は組合せは、検出
器１８を使用して測定することができる。検出器１８からの出力は、減衰のために１／２
位相差板８へのフィードバックに、及びシステム制御式シャッター１２が開状態又は閉状
態か否かを確かめるために使用することができる。更に、システム制御式シャッター１２
は、冗長状態検出を行うために位置センサを有することができる。
【００３１】
　ビームは、ビーム直径、発散、真円度、及び非点収差のようなビームパラメータを修正
することができるビーム調整段２２を通過する。この例示的な例では、ビーム調整段２２
は、意図するビームサイズ及び平行化をもたらすために球面光学器械２４、２６で構成さ
れた２要素ビーム拡大テレスコープを含む。ここで図示していないが、アナモフィック又
は他の光学系を、望ましいビームパラメータをもたらすのに使用することができる。これ
らのビームパラメータを決定するのに使用されるファクタには、レーザの出力ビームパラ
メータ、システムの全体的な倍率、及び治療位置での望ましい開口数（ＮＡ）が挙げられ
る。更に、ビーム調整段２２は、望ましい位置（例えば、以下に説明する２軸走査デバイ
ス５０間の中心位置）までの開口１４を撮像するのに使用することができる。本方法では
、光に開口１４を通過させる光量は、光に走査システムを通過させるように保証される。
ピックオフデバイス１６は、従って、使用可能な光の確実な対策である。
【００３２】
　ビーム調整段２２を出た後に、ビーム６は、折り返しミラー２８、３０、３２から反射
する。これらのミラーは、アラインメント目的に対して調節可能とすることができる。ビ
ーム６は、次に、ビーム結合器３４に入射する。ビーム結合器３４は、ＵＦビーム６を反
射する（かつ撮像ビーム、この例示的な事例では光干渉断層撮影（ＯＣＴ）ビーム１１４
、及び以下に説明する照準２０２ビームの両方を透過する）。効率的なビーム結合器作動
のために、入射角は、４５°未満に保たれ、ビームの偏光は、可能であれば一定であるこ
とが好ましい。ＵＦビーム６に関して、直線偏光子１０の向きによって一定の偏光がもた
らされる。この非限定的な例においてＯＣＴが画像診断法として使用されるが、Ｐｕｒｋ
ｉｎｊｅ撮像、Ｓｃｈｅｉｍｐｆｌｕｇ撮像、共焦点又は非線形光学顕微鏡法、蛍光撮像
、超音波、立体照明、ステレオ撮像のような他の手法、又は他の公知の眼科又は医用画像
診断法及び／又はその組合せを使用することができる。
【００３３】
　ビーム結合器３４の後に、ビーム６は、ｚ調節器又はＺ走査デバイス４０へ進む。この
例示的な例では、ｚ調節器４０は、２つのレンズ群４２、４４（各レンズ群は、１つ又は
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それよりも多くのレンズを含む）を有するガリレオテレスコープを含む。レンズ群４２は
、テレスコープの平行化位置の周りにｚ軸に沿って移動する。このようにして、患者の眼
６８内のスポットの焦点位置は、図示のようにｚ軸に沿って移動する。一般的に、一定の
比例関係がレンズ４２の作動と焦点の作動の間に存在する。この場合に、ｚ調節テレスコ
ープは、ほぼ２倍のビーム拡大比率及び１：１のレンズ４２の動き：焦点の移動の関係を
有する。これに代えて、レンズ群４４は、ｚ調節及び走査を起動させるためにｚ軸に沿っ
て移動することができる。ｚ調節器４０は、眼６８の治療のためのｚ走査デバイスである
。このデバイスは、システムによって自動的かつ動的に制御され、独立するか又は次に説
明するＸ－Ｙ走査デバイスと相互作用するように選択することができる。ミラー３６、３
８は、光軸をｚ調節器４０の軸と位置合わせさせるのに使用することができる。
【００３４】
　ｚ調節器４０を通過した後に、ビーム６は、ミラー４６、４８によってｘ－ｙ走査デバ
イス５０に向けられる。ミラー４６、４８は、アラインメント目的に対して調節可能とす
ることができる。Ｘ－Ｙ走査は、好ましくは、制御電子機器３００の制御下の２つのミラ
ー５２、５４を使用する走査デバイス５０によって達成され、この制御電子機器は、モー
タ、検流計、又はあらゆる他の公知の光移動デバイスを使用して直交方向に回転する。ミ
ラー５２、５４は、以下に説明する対物レンズ５８及び接触レンズ６６組合せのテレセン
トリック位置の近くに位置付けられる。ミラー５２、５４を傾かせると、ビーム６の得ら
れる方向が変化し、横方向変位が、患者の眼６８に位置付けたれたＵＦ焦点の平面に発生
する。対物レンズ５８は、図示のように、複合多要素レンズ要素とすることができ、かつ
レンズ６０、６２及び６４によって表すことができる。対物レンズ５８の複合性は、走査
野サイズ、集束スポットサイズ、対物レンズ５８の近位側及び遠位側の両方の利用可能な
作動距離、並びに収差制御の量によって決定付けられることになる。直径１５ｍｍの入力
ビームサイズで１０ｍｍの走査野にわたって１０μｍのスポットサイズを生成する焦点距
離６０ｍｍのｆ－θ対物レンズ５８がその例である。これに代えて、走査デバイス５０に
よるｘ－ｙ走査はまた、入力及び出力デバイス３０２を通して制御電子機器３００によっ
て制御することができる１つ又はそれよりも多くの移動可能な光学器械（例えば、レンズ
、回折格子）を使用することによって達成することができる。
【００３５】
　制御電子機器３００の制御下の走査デバイス５０は、照準及び治療走査パターンを自動
的に生成することができる。そのようなパターンは、単一光点、複数の光点、光の連続パ
ターン、光の複数の連続パターン、及び／又はこれらのあらゆる組合せで構成することが
できる。更に、（以下に説明する照準ビーム２０２を使用する）照準パターンは、（光ビ
ーム６を使用する）治療パターンと同一である必要はないが、治療光が患者安全のために
確実に望ましいターゲット区域のみに送出されるように境界を少なくとも定めることが好
ましい。これは、例えば、照準パターンに意図する治療パターンの外形を提供させること
によって行うことができる。このようにして、治療パターンの空間範囲は、個々の点自体
の正確な位置とまではいかないが、ユーザに分るようにすることができ、走査は、従って
、速度、効率、及び精度に対して最適化することができる。照準パターンはまた、ユーザ
に対する視認性を高めるために明滅で知覚させることができる。
【００３６】
　あらゆる適切な眼のためのレンズとすることができる任意的な接触レンズ６６は、眼の
位置を安定させる一助としながら光ビーム６を患者の眼６８に更に集束するのを補助する
ために使用することができる。光ビーム６の位置決め及び特性及び／又は光ビーム６が眼
６８の上に形成する走査パターンは、更に、患者及び／又は光学系を位置決めするために
ジョイスティックのような入力デバイス、又はあらゆる他の適切なユーザ入力デバイス（
例えば、ＧＵＩ３０４）の使用によって制御することができる。
【００３７】
　ＵＦレーザ４及び制御電子機器３００は、眼６８におけるターゲット構造体をターゲッ
トとして光ビーム６が適切な場合に確実に集束されてターゲット以外の組織を誤って損傷
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させないように設定することができる。上述したもの又は超音波のような本明細書に説明
する画像診断法及び技術は、位置を決定して２Ｄ及び３Ｄパターン化を含むレーザ集束法
の正確化をもたらすために水晶体及び水晶体嚢の厚みを測定するために使用することがで
きる。レーザ集束はまた、照準ビームの直接観測、又は上述したもののような他の公知の
眼科又は医用画像診断法及び／又はその組合せを含む１つ又はそれよりも多くの方法を使
用して達成することができる。図１の実施形態において、ＯＣＴデバイス１００を説明す
るが、他の治療法も本発明の範囲である。眼のＯＣＴ走査は、前後水晶体嚢の軸線方向の
位置、白内障核の境界、並びに前眼房の深さに関する情報を提供することになる。この情
報は、次に、制御電子機器３００に取り込まれ、その後のレーザ支援型外科的手技をプロ
グラム及び制御するのに使用される。この情報はまた、例えば、取りわけ、水晶体嚢切断
及び水晶体皮質及び核のセグメント化に使用される焦点面の軸線方向の上限及び下限及び
水晶体嚢の厚みのような手順に関連する広範なパラメータを決定するのに使用することが
できる。
【００３８】
　図１のＯＣＴデバイス１００は、基準アーム１０６及びサンプルアーム１１０にファイ
バ結合器１０４によって分割される広帯域又は掃引光源１０２を含む。基準アーム１０６
は、適切な分散及び経路長補償と共に基準反射を含むモジュール１０８を含む。ＯＣＴデ
バイス１００のサンプルアーム１１０は、ＵＦレーザシステムの残りとの接続部として機
能する出力コネクタ１１２を有する。基準及びサンプルアーム１０６、１１０の両方から
の戻り信号は、次に、時間領域検出技術、周波数検出技術、又は単一点検出技術を使用す
る検出デバイス１２８に結合器１０４によって向けられる。図１では、周波数領域技術は
、８３０ｎｍのＯＣＴ波長及び１００ｎｍの帯域幅と共に使用される。
【００３９】
　コネクタ１１２を出た後に、ＯＣＴビーム１１４は、レンズ１１６を使用して平行化さ
れる。平行化されたＯＣＴビーム１１４のサイズは、水晶体１１６の焦点距離に依存する
。ビーム１１４のサイズは、眼内の焦点での望ましいＮＡ及び眼６８に至るビーム列の倍
率によって決定付けられる。通常は、ＯＣＴビーム１１４は、焦点面ではＵＦ光ビーム６
ほどの高いＮＡを必要とせず、従って、ＯＣＴビーム１１４は、直径がビーム結合器３４
の位置でのＵＦ光ビーム６よりも小さい。平行化レンズ１１６の後には、眼でのＯＣＴビ
ーム１１４の得られるＮＡを更に修正する絞り１１８がある。開口１１８の直径は、ター
ゲット組織に入射するＯＣＴ光及び戻り信号の強度を最適化するように選択される。アク
ティブ又は動的とすることができる偏光制御要素１２０が、偏光状態の変化を補償するの
に使用される。偏光状態の変化は、例えば、角膜複屈折の個々の差によって誘発される場
合がある。ミラー１２２、１２４は、次に、ＯＣＴビーム１１４をビーム結合器１２６、
３４の方向に向けるのに使用される。ミラー１２２、１２４は、アラインメントに対して
、及び特にビーム結合器３４の後のＵＦ光ビーム６へのＯＣＴビーム１１４の重畳に対し
て調節可能とすることができる。同様に、ビーム結合器１２６は、以下に説明するように
、ＯＣＴビーム１１４を照準ビーム２０２と結合するのに使用される。
【００４０】
　ＯＣＴビーム１１４は、ビーム結合器３４の後にＵＦ光ビーム６と結合された状態で、
系の残りを通るＵＦ光ビーム６と同じ光路に従う。このようにして、ＯＣＴビーム１１４
は、ＵＦ光ビーム６の位置を示している。次に、ＯＣＴビーム１１４は、ｚ走査４０及び
ｘ－ｙ走査５０デバイスを通過し、次に、対物レンズ５８、接触レンズ６６を通過して眼
６８に入る。眼の中の構造体からの反射及び散乱は、光学系を通ってコネクタ１１２に入
り、結合器１０４を通ってＯＣＴ検出器１２８に戻る戻りビームをもたらす。これらの戻
り後方反射は、ＵＦ光ビーム６焦点位置のＸ、Ｙ、及びＺにおける位置に関して次にシス
テムによって解釈されるＯＣＴ信号をもたらす。
【００４１】
　ＯＣＴデバイス１００は、基準及びサンプルアーム間の光路長の差を測定する原理で作
用する。従って、ＯＣＴビーム１１４をｚ調節器４０に通しても、ＯＣＴシステム１００
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のｚ範囲は拡張せず、その理由は、光路長がレンズ群４２の移動の関数として変わらない
からである。ＯＣＴシステム１００は、検出方式に関連する固有のｚ範囲を有し、周波数
領域検出の場合に、この範囲は、具体的には分光計及び基準アーム１０６の位置に関連す
る。図１に使用されたＯＣＴシステム１００の場合に、ｚ範囲は、水環境においてほぼ１
～２ｍｍである。この範囲を少なくとも４ｍｍに拡張することは、ＯＣＴシステム１００
内の基準アームの光路長の調節を伴っている。サンプルアームにおいてＯＣＴビーム１１
４をｚ調節器４０のｚ走査に通すことは、ＯＣＴ信号強度の最適化を可能にする。これは
、ＯＣＴシステム１００の基準アーム１０６内の光路を相応に増大させることによって拡
張された光学光路長に適合させながらＯＣＴビーム１１４をターゲット構造体上へ集束さ
せることによって達成される。
【００４２】
　液浸指標、屈折、及び有色及び単色両方の収差のような影響に起因するＵＦフォーカス
デバイスに関するＯＣＴ測定値の基本的な差のために、ＯＣＴ信号をＵＦビーム焦点位置
に関して解析する際には注意しなければならない。Ｘ、Ｙ、及びＺの関数としての較正又
は位置合わせ手順が、ＯＣＴ信号情報をＵＦ焦点位置に、更には相対から絶対までの次元
量に適合させるために行われるべきである。
【００４３】
　照準ビームの観測結果はまた、ユーザがＵＦレーザ焦点に向けるのを容易にするために
使用することができる。これに加えて、赤外線ＯＣＴビーム及びＵＦ光ビームの代わりの
肉眼に見える照準ビームが、照準ビームが赤外線ビームパラメータを正確に表すことを条
件としてアラインメントに役に立つことができる。照準サブシステム２００が、図１に示
す構成に使用される。照準ビーム２０２は、６３３ｎｍの波長で作動するヘリウムネオン
レーザのような照準ビーム光源２０１によって生成される。これに代えて、６３０～６５
０ｎｍの範囲のレーザダイオードを使用することができる。ヘリウムネオン６３３ｎｍビ
ームを使用する利点は、その長い干渉長であり、この長い干渉長は、レーザ非等光路干渉
計（ＬＵＰＩ）としての照準光路の使用が、例えば、ビーム列の光学品質を測定するのを
可能にすることになると考えられる。
【００４４】
　照準ビーム光源２０１が照準ビーム２０２を生成すると、照準ビーム２０２は、レンズ
２０４で平行化される。平行化ビームのサイズは、水晶体２０４の焦点距離に依存する。
照準ビーム２０２のサイズは、眼内の焦点での望ましいＮＡ及び眼６８に至るビーム列の
倍率によって決定付けられる。通常は照準ビーム２０２は、焦点面においてＵＦと同じに
近いＮＡに光ビーム６を有し、従って、照準ビーム２０２は、ビーム結合器３４でＵＦ光
ビーム６と類似の直径である。照準ビーム２０２は、眼のターゲット組織への系アライン
メント中にＵＦ光ビーム６の代役を務めることが意図されるので、照準光路の多くは、上
述のようにＵＦパスに似ている。照準ビーム２０２は、１／２位相差板２０６及び直線偏
光子２０８を通って先に進む。照準ビーム２０２の偏光状態は、望ましい光量が偏光子２
０８を通過するように調節することができる。１／２位相差板２０６及び直線偏光子２０
８は、従って、照準ビーム２０２の可変減衰器として作用する。更に、偏光子２０８の向
きにより、ビーム結合器１２６、３４に入射する入射光偏光状態が決定され、その結果、
偏光状態が固定され、ビーム結合器１２６、３４の収量の最適化が可能である。勿論、固
体レーザが照準ビーム光源２００として使用される場合に、光出力を調節するために駆動
電流を変えることができる。
【００４５】
　照準ビーム２０２は、システム制御式シャッター２１０及び絞り２１２を通って先に進
む。システム制御式シャッター２１０は、照準ビーム２０２のオン／オフ制御を提供する
。絞り２１２は、照準ビーム２０２に対して有効外径を設定して適切に調節することがで
きる。眼での照準ビーム２０２の出力を測定する較正手順を使用して、照準ビーム２０２
の減衰を偏光子２０６の制御を通して設定することができる。
【００４６】
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　次に、照準ビーム２０２は、ビーム調整デバイス２１４を通過する。ビーム直径、発散
、真円度、及び非点収差のようなビームパラメータは、１つ又はそれよりも多くの公知の
ビーム調節光学器械を使用して修正することができる。光ファイバから現れる照準ビーム
２０２の場合に、ビーム調整デバイス２１４は、意図するビームサイズ及び平行化をもた
らすために２つの光学器械２１６、２１８を有するビーム拡大テレスコープを単に含むこ
とができる。平行化の程度のような照準ビームパラメータを決定するのに使用される最終
的な要素は、ＵＦ光ビーム６及び照準ビーム２０２を眼６８の位置で適合させるのに必要
であるものによって決定付けられる。色収差は、ビーム調整デバイス２１４の適切な調節
によって考慮に入れることができる。更に、光学系２１４は、絞り２１２を絞り１４の共
役位置のような望ましい位置に撮像するのに使用される。
【００４７】
　照準ビーム２０２は、次に、折り返しミラー２２０、２２２から反射し、折り返しミラ
ーは、ビーム結合器３４後のＵＦ光ビーム６に対するアラインメント位置合わせに対して
調節可能であることが好ましい。照準ビーム２０２は、次に、照準ビーム２０２がＯＣＴ
ビーム１１４と結合されるビーム結合器１２６に入射する。ビーム結合器１２６は、照準
ビーム２０２を反射し、ＯＣＴビーム１１４を透過し、これは、両方の波長範囲でのビー
ム結合機能の効率的な作動を可能にする。これに代えて、ビーム結合器１２６の透過機能
及び反射機能を逆転することができ、構成を反対にすることができる。ビーム結合器１２
６の後に、照準ビーム２０２は、ＯＣＴビーム１１４と共にビーム結合器３４によってＵ
Ｆ光ビーム６と結合される。
【００４８】
　眼６８上又は眼内のターゲット組織を撮像するデバイスが、撮像システム７１として図
１に概略的に示されている。撮像システム７１は、ターゲット組織の画像を作成するカメ
ラ７４及び照明光源８６を含む。撮像システム７１は、予め定義された構造体の周りに又
は構造体内に中心があるパターンを供給する制御電子機器３００によって使用することが
できる画像を収集する。照明光源８６は、ほぼ広帯域及びインコヒーレントである。例え
ば、光源８６は、図示のように複数のＬＥＤを含むことができる。照明光源８６の波長は
、好ましくは７００ｎｍ～７５０ｎｍの範囲であるが、ビーム結合器５によって受け入れ
られるものとすることができ、ビーム結合器は、観察光をＵＦ光ビーム６及び照準ビーム
２０２のビーム経路と結合する（ビーム結合器５６は、観察波長を反射し、一方、ＯＣＴ
及びＵＦ波長を透過する）。ビーム結合器５６は、照準ビーム２０２が表示カメラ７４に
見えるように照準波長を部分的に透過することができる。光源８６の前の任意的な偏光要
素８４は、直線偏光子、１／４位相差板、１／２位相差板、又はあらゆる組合せとするこ
とができ、信号を最適化するのに使用される。近赤外線形波長によって生成されるような
偽カラー画像は、許容可能である。
【００４９】
　光源８６からの照明光は、ＵＦ光ビーム６及び照準ビーム２０２と同じ対物レンズ５８
及び接触レンズ６６で眼の方向に向けられる。眼６８の様々な構造体から反射及び散乱し
た光は、同じレンズ５８、６６によって集束されてビーム結合器５６の方向に向けられる
。ビーム結合器５６で、戻り光は、ビーム結合器５６及びミラー８２を通して観察光路に
、及び表示カメラ７４上に向けられる。表示カメラ７４は、例えば、適切にサイズ設定さ
れたフォーマットのあらゆるシリコン系検出器アレイであるが、これに限定することはで
きない。映像レンズ７６が、画像をカメラの検出器アレイの上に形成し、一方、光学器械
８０、７８が、それぞれ、偏光制御及び波長フィルタリングを提供する。絞り又は虹彩８
１が、撮像ＮＡ、従って、焦点深度及び被写界深度の制御を提供する。小さい絞りが、患
者精密検査手順を容易にする大きい被写界深度という利点をもたらす。これに代えて、照
明経路及びカメラ経路を切り換えることができる。更に、照準光源２００に、直接に可視
ではなくて撮像システム７１で捕捉及び表示することができる赤外光を射出させることが
できる。
【００５０】
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　粗い調節位置合わせが、通常は接触レンズ６６が眼６８の角膜と接触する時にターゲッ
ト構造体がシステムのＸ－Ｙ走査の捕捉範囲にあるように必要とされる。従って、システ
ムが接触状態（すなわち、患者の眼６８と接触レンズ６６との接触）に接近する時に好ま
しくは患者の動きを考慮する精密検査手順が好ましい。この視認システム７１は、接触レ
ンズ６６が眼６８と接触する前に患者の眼６８及び他の顕著な特徴が見えるように焦点深
度が十分に大きいように構成される。
【００５１】
　動き制御システム７０は、システム２全体に一体化されて、接触レンズ６６と眼６８と
の正確及び確実な接触をもたらすために、患者、システム２、又はその要素、又は両方を
移動することができることが好ましい。更に、真空吸引サブシステム及びフランジをシス
テム２に組み込むことができ、眼６８を安定化させるために使用することができる。接触
レンズ６６を通じたシステム２との眼６８のアラインメントは、撮像システム７１の出力
をモニタしながら達成することができ、ＩＯ３０２を通して制御電子機器３００によって
電子的に撮像システム７１によって生成された画像を解析することによって手動で又は自
動的に行うことができる。また、力及び／又は圧力センサフィードバックを使用して、接
触を見分け、並びに真空サブシステムを始動することができる。代替患者インタフェース
は、米国特許出願第１３／２２５，３７３号明細書に説明されているように使用すること
ができ、この特許は、引用によって本明細書に組み込まれている。
【００５２】
　代替ビーム結合構成を図２の代替実施形態に示している。例えば、図１の受動ビーム結
合器３４は、図２に示すように能動結合器１４０と交換することができる。図示のように
、能動ビーム結合器１４０は、ガルバノ走査ミラーのような移動式又は動的に制御された
要素とすることができる。能動結合器１４０は、一度に１つずつＵＦ光ビーム６又は結合
された照準及びＯＣＴビーム２０２，１１４を走査デバイス５０の方向にかつ最終的には
眼６８の方向に向けるために角度的向きを変える。能動結合技術の利点は、受動ビーム結
合器を使用して類似の波長範囲又は偏光状態を有するビームを結合するという問題点を回
避するということである。この機能は、時間的に同時のビームを有する機能とトレードオ
フされ、潜在的に劣る精度及び精度は、能動ビーム結合器１４０の位置決め公差に起因す
る。
【００５３】
　別の代替実施形態を図３に示しており、図１のそれに類似であるが、ＯＣＴ１００への
代替手法を利用する。図３では、ＯＣＴ１０１は、基準アーム１０６が基準アーム１３２
に取って代わられていることを除き、図１のＯＣＴ１００と同じである。この自由空間Ｏ
ＣＴ基準アーム１３２は、水晶体１１６の後にビームスプリッタ１３０を含むことによっ
て達成される。基準ビーム１３２は、次に、偏光制御要素１３４を通り、次に、基準戻り
モジュール１３６上へ進む。基準戻りモジュール１３６は、適切な分散及び光路長調節及
び補償要素を含み、サンプル信号との干渉のために適切な基準信号を生成する。ＯＣＴ１
０１のサンプルアームが、ここで、ビームスプリッタ１３０の後に出てくる。この自由空
間構成の潜在的な利点には、基準及びサンプルアームの別々の偏光制御及び維持が挙げら
れる。ＯＣＴ１０１の繊維系ビームスプリッタ１０４はまた、繊維系循環器に取って代わ
ることができる。これに代えて、ＯＣＴ検出器１２８及びビームスプリッタ１３０は、両
方とも、基準戻りモジュール１３６とは対照的に一緒に移動されることがある。
【００５４】
　図４は、ＯＣＴビーム１１４及びＵＦ光ビーム６を結合する別の代替実施形態を示して
いる。図４では、ＯＣＴ１５６（ＯＣＴ１００又は１０１の構成のいずれかを含むことが
できる）は、ＯＣＴ１５６によって出力されたＯＣＴビーム１５４がビーム結合器１５２
を使用するｚ走査デバイス４０の後にＵＦ光ビーム６に結合されるように構成される。こ
のようにして、ＯＣＴビーム１５４は、ｚ走査デバイス４０を使用することを回避する。
それによってＯＣＴ１５６を一部の場合に簡単にビームに折り込んで作動安定化のために
光路長を短縮することができる。このＯＣＴ構成は、図１に関して上述したように信号戻
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り記号強度の最適化の代償である。時間及び周波数領域手法、単一及び二重ビーム方法、
掃引光源などを含む多くの可能性は、米国特許第５，７４８，８９８号明細書、米国特許
第５，７４８，３５２号明細書、米国特許第５，４５９，５７０号明細書、米国特許第６
，１１１，６４５号明細書、及び米国特許第６，０５３，６１３号明細書に説明されてい
るようにＯＣＴ干渉計の構成に対して存在する（これらの特許の開示内容は、参照によっ
て本明細書に組み込まれている）。
【００５５】
　システム２は、嚢の表面の位置を識別して、光ビーム６が望ましい開口部の全ての点で
水晶体嚢上で集束されることを保証するように設定することができる。例えば、Ｐｕｒｋ
ｉｎｊｅ撮像、Ｓｃｈｅｉｍｐｆｌｕｇ撮像、共焦点又は非線形光学顕微鏡法、蛍光撮像
、超音波、立体照明、ステレオ撮像、又は他の公知の眼科又は医用画像診断法及び／又は
その組合せのような光干渉断層撮影（ＯＣＴ）のような本明細書に説明する画像診断法及
び技術を使用して、２Ｄ及び３Ｄパターン化を含むレーザ集束法の正確化をもたらすため
に水晶体及び水晶体嚢の形状、幾何学的形状、周囲、境界、及び／又は３次元の位置を決
定することができる。レーザ集束はまた、以下に限定されるものではないが、照準ビーム
の直接観測、又は先に定義したものなどのような他の公知の眼科又は医用画像診断法及び
／又はその組合せを含む１つ又はそれよりも多くの方法を使用して達成することができる
。
【００５６】
　前眼房及び水晶体の光学撮像は、切断のためのパターンを生成するのに使用される同じ
レーザ及び／又は同じ走査デバイスを使用して水晶体に行うことができる。この走査は、
前後水晶体嚢、白内障核の境界、並びに前眼房の深さの軸線方向の位置及び形状（及び更
には厚み）に関する情報を提供することになる。この情報は、次に、レーザ３Ｄ走査シス
テム取り込むことができ、又は前眼房の３次元モデル／表現／画像及び眼のレンズを生成
するのに使用することができ、かつ外科的手技に使用されたパターンを定めるために使用
することができる。
【００５７】
　上述のシステムは、眼の水晶体の嚢を切開して固定嚢切開を生成するのに使用すること
ができる。一例は、図５Ａに示すＩＯＬ上で相補型固定特徴部と嵌合するのに使用するこ
とができるより大きい嚢切開の周りに周方向に規則的な間隔に配置された水晶体嚢内の４
つの固定嚢切開のアレイである。この例では、嚢４０２を上述のシステムを使用して切開
して固定嚢切開４３２Ａ～４３２Ｄを作成する。これらのマイクロフェムト切開は、中心
嚢切開４００周囲の周りに配置される。中心嚢切開４００は、本発明を実施するのに要求
されず、ＩＯＬ４４０が、中心嚢切開４００が先在する既存のＩＯＬ（図示せず）の上方
に又は中心嚢切開４００が白内障手術中に水晶体を除去する器具使用ためのアクセスをも
たらすために従来の方法に使用される場合嚢自体内へ移植される事例の非限定的な例とし
て示している。
【００５８】
　多くの実施形態において、眼は、収差軸４０５に沿って延びる収差を含む。収差軸は、
例えば、非点収差及び高次収差のような眼の収差を説明するのに適切な多くの軸の１つ又
はそれよりも多くを含むことができる。多くの実施形態において、収差軸４０５は、眼の
横軸に沿って又は眼の垂直軸に沿って延びることになる。非点収差に関して、第１の軸は
、第１の方向に延びることができ、第２の軸は、第１の方向に垂直な第２の方向に延びる
ことができる。多くの実施形態において、収差軸４０５は、眼の横軸から離れるようにか
つ眼の垂直軸から離れるように延びることになる。
【００５９】
　図５Ｂは、固定嚢切開４３２Ａ～４３２Ｄを通して拘束されるように構成されたＩＯＬ
４４０を示している。この非限定的な例では、ＩＯＬ４４０は、固定嚢切開４３２Ａ～４
３２Ｄと係合するように構成されたアンカー４４２、並びにストラット４５０を伴って構
成される。ストラット４５０は、規定の距離をＩＯＬ４４０と嚢４０２の間に維持するこ
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とが意図される。これを、「後発白内障」としても公知である後嚢不透明化に関して以下
の節でより詳細に説明する。固定嚢切開は、手によって確実に作成されるには小さすぎる
場合がある。同様に、固定嚢切開の必要な配置は、非常に正確とすることができる。患者
の眼の水晶体嚢に対するＩＯＬの改善した配置をもたらすそのような嵌合する固定嚢切開
及びＩＯＬ固定特徴部を使用する無数の可能性がある。欧州特許出願第ＥＰＰ１６６１３
Ａ－１００９２７号明細書では、類似のＩＯＬを開示しており、これは、引用によって本
明細書に含まれる。
【００６０】
　多くの実施形態において、ＩＯＬ４４０は、眼の収差及び収差矯正軸４４５を矯正する
形状を含む。収差矯正軸４４５は、アンカー４４２に関連して、例えば、アンカー４４２
に対して予め決められたアラインメントで位置合わせすることができる。アンカー４４２
は、眼の非点収差又は高次収差のうちの１つ又はそれよりも多くのような眼の収差を治療
するために収差矯正軸４４５を収差軸４０５と位置合わせするように位置付けることがで
きる。
【００６１】
　図６Ａ及び図６Ｂは、マイクロフェムト切開４３２を使用して図５ＢのＩＯＬ４４０を
アンカー４４２によって水晶体嚢４０２内に固定する上述の実施形態のより解剖学的な詳
細を示している。
【００６２】
　固定嚢切開は、前出例及び更に改めて図７Ａに示すように、円形である必要はない。非
限定的な例として、図７Ａ～図７Ｃは、使用することができる数個の有用な固定嚢切開形
状を示している。一般的に、あらゆる適切に成形された固定嚢切開を使用することができ
る。図７Ｂ及び図７Ｃは、楕円形及び矩形の固定嚢切開形状の周囲の２つの例示的な代替
構成を示している。楕円形及び／又は矩形固定嚢切開の成形された周囲を上述のボタン穴
概念に使用することができる。図７Ｂ及び図７Ｃに示す周囲は、長短両方の縁を含む。
【００６３】
　各アンカーの先端は、係合するとアンカーを捕捉してアンカーを定位置に保持するよう
に対応する嚢切開に挿入して押し通すことができる。従って、アンカーの先端は、固定嚢
切開のボタン穴切開よりも全体的に大きいものであるべきである。これは、ボタンを保持
するボタン穴と類似と考えることができる。これに代えて、ボタン穴嚢切開は、単一直線
切開を使用して構成することができる。そのような直線切開は、この切開が移植されるＩ
ＯＬの適合する支柱を示す円に正接するか又はほぼ正接するように作ることができる。従
って、ＩＯＬは、切開が移植されるＩＯＬの支柱の位置を示す円に多かれ少なかれ垂直な
時に当て嵌まるように、支柱が多かれ少なかれ定位置に完全にある必要があるということ
ではなく、個々に各支柱を挿入することによって埋め込むことができる。
【００６４】
　切開はまた、切開が名目上は直線であって丸みを帯びた縁部を含む「骨形状の」切開を
形成するように作ることができる。同様に、涙滴形状の又は円形点涙滴形状の切開を構成
することができる。
【００６５】
　更に別の代替実施形態において、小さい嚢切開を矩形ではなくて実質的に正方形である
ように作ることができる。添付図面には図示していないが、実質的に直線の縁部を含む小
さい嚢切開のコーナを丸みをもたせて鋭いコーナでの歪み集中に起因する嚢切開拡張の危
険性を最小にすることができる。特に滑らかに丸みを帯びた縁部を有するそのような小さ
い嚢切開を作成するのは、実際的には手動で行うのは不可能である。
【００６６】
　図８Ａ及び図８Ｂは、移植されるＩＯＬ４４０が既存の眼球レンズ４４４の上方に置か
れる代替実施形態を示している。これは、代替的に「ピギーパック」と本明細書で呼ばれ
、既存の眼球レンズ４４４（本来の水晶体又は人工インプラント）の除去がもたらされな
い場合には特に有用である。そのような追加のレンズ４４０の移植は、若年性白内障のよ
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うな特定の場合に又は患者の屈折が時間と共に認め得るほどに変わる他の状況において望
ましい場合がある。そのような場合に、たとえ眼が侵襲をうけるべきであるとしても、既
存のインプラント４４４の除去に関連付けられた危険性は、ＩＯＬ４４０を前眼房におい
て既存の水晶体４４４上に埋め込むことによって回避される。そのようなＩＯＬは、患者
の光学系の均衡を改善するように構成することができる。これは、それぞれ、正及び負の
球面レンズのような光学器械の導入によって遠視及び近眼の場合に達成することができる
。円柱レンズ、光学くさび、及び屈折率勾配材料のような円環要素も、非点収差を矯正す
るために、更に、コマ収差のような高次収差に対処するのにも使用することができる。
【００６７】
　更に、与えられた配置精度により、多くの収差を矯正するために光学器械を患者の眼に
埋め込むことができる。例えば、患者の屈折は、カスタマイズされた光学インプラントを
設計することができるように、波面測定又は他の適切な手段、及び決定される正視をもた
らすのに要求される光学矯正によって決定することができる。便宜上、光学インプラント
をＩＯＬと呼ぶが、光学インプラントは、従来のレンズである必要はない。このインプラ
ント（ＩＯＬ）は、次に、移植の向きが明確であるように製作することができる。これは
、図９Ａ～図９Ｄに示すようにＩＯＬ向きが「鍵結合」又は「クロック結合」であるよう
にアンカー及び嵌合する固定嚢切開の回転非対称の構成を使用して達成することができる
。従って、ＩＯＬ４４０は、眼の嚢内に置くことができ、嚢が眼の非点収差軸に対してＩ
ＯＬを回転方向に置くようになっている。そのようなクロック結合は、図９Ｃ及び図９Ｄ
に示すようにマイクロフェムト切開４３２Ａ、４３２Ｂ、４３２Ｃ、４３４Ｄのパターン
を切開が回転非対称のパターンを形成するように置くことによって達成することができる
。この回転非対称のパターンは、ＩＯＬの軸が、眼の正しい軸に位置合わせして、例えば
、ミスアラインメントで９０°又は１２０°ではないことを保証するのに有用とすること
ができる。これに代えて、切開パターンは、図９Ａ及び図９Ｂに示すように回転対称のパ
ターンを形成するように作ることができる。左右対称及び左右非対称のパターンのような
類似の案を使用することができる。パターンは、眼の上に中心があるものとすることがで
きる。
【００６８】
　多くの実施形態において、眼の収差軸４０５は、ＩＯＬの収差矯正軸４４５に位置合わ
せする。マイクロフェムト切開４３２Ａ、４３２Ｂ、４３２Ｃ、４３４Ｄのパターンは、
水晶体の収差矯正軸４４５を眼の収差軸４０５と位置合わせするように嚢上に位置付ける
ことができる。
【００６９】
　ＩＯＬの回転の向き、あるいは、眼の幾何学的軸又は眼の光軸の周りの回転指標付けの
提供も、パターンが他のマイクロフェムト切開と異なる複数のマイクロフェムト切開の１
つを作ることによって行うことができる。それによって眼及び／又は移植されるＩＯＬの
非対称軸を識別する機能が得られる。この識別で、外科医は適合する特徴を配置して患者
の眼におけるＩＯＬの正しいアラインメントを保証することができる。これらの切開と嵌
合するのに使用されるＩＯＬは、その臨床的有用性を改善するために同一ではない支柱と
共に製造することができる。
【００７０】
　同様に、横方向の位置（すなわち、嚢上のマイクロフェムト切開の外側の位置）を使用
して手順の視覚的結果を改善することができる。非対称の瞳又は擬似中心窩の存在は、他
の場合に予想されるものとは異なる外側のアラインメントを示すことができる。すなわち
、そのような眼の非対称性により、解剖学的組織を単に見ても予知されないＩＯＬ位置が
発生することになる。本発明のシステム及び方法は、特に解剖学的目印又は他のそのよう
な基準点に対する切開配置をもたらすために一体型の撮像システムが使用される時に解剖
学的撮像及びレーザ支援型嚢切開の作成によって得られる精度及び柔軟性によってこれら
の異常に対処するのに特に適している。
【００７１】
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　この概念は、支柱の大半を最低半径方向力の方向に置くことにより、ＩＯＬの支柱と係
合することを目的とした切開の非対称パターンを誘導することによって嚢収縮の自然な非
対称性に対処するように拡張することができる。
【００７２】
　レンズ除去の後の嚢内に残る水晶体上皮細胞（ＬＥＣ）が問題になることがある。線維
芽細胞のような細胞へのＬＥＣの分化により、嚢のしわ、折り目、及び不透明度（「後発
白内障」）を引き起こす可能性もあり、その結果、後嚢不透明化（ＰＣＯ）及びＩＯＬ中
心ずれが発生する可能性がある。後嚢不透明化によって２５％よりも多い患者に白内障手
術後の最初の５年で視力の低下が発生すると報告されている。手術後の２～４週で、嚢内
の繊維組織の形成が発生することが多く、レンズが後嚢上に押し戻される。従来の正方形
の縁部を有するＩＯＬでは、水晶体の後縁部上でのＬＥＣの移動に対する機械的な障壁が
作成され、正方形の縁部を有する障壁は、中心視野がＰＣＯなしに保たれるように位置付
けられる。ＰＣＯは、ジクロフェナクナトリウム、ケトロラクトロメタミンの非限定的な
例のような治療薬、及び細胞毒性のＬＥＣ特異遺伝子の放出を通してＰＣＯと戦うために
、本明細書に説明するＩＯＬデバイスを使用して２つの明確に異なる方法で、及び埋め込
まれた薬剤溶出デバイス（プラグ、又はペレットのような）を使用して第３の方法で回避
することができる。
【００７３】
　時間と共にＩＯＬを変位させて患者の屈折矯正を変更する役目をする嚢における不透明
化及び機械的な不適合部の両方を引き起こす水晶体上皮細胞の増殖を防止するための嚢の
緊密な密封は、シールをレンズが各固定嚢切開の周りに、及びまた嚢上でより大きい中心
嚢切開の周りに形成するように嵌合するＩＯＬを製作することによって達成することがで
きる。第２の手法は、問題のあるサイトカイン及び他の作用物質を希釈することによって
上皮細胞増殖及び／又は分化を増加する危険性を最小にするために前眼房と流体連通する
開放状態の嚢を維持することである。
【００７４】
　殆どの従来のＩＯＬは、水晶体に接触する嵌合部の機械的な不連続性に起因して完全な
外周シールを一貫してもたらすものではない。この基本的な限界により、ＬＥＣ移動及び
その後のＰＣＯの経路が発生する。固定嚢切開に嵌合するＩＯＬを使用して密封システム
を供給することは、これらの従来の接触部がない場合によって容易に達成される。更に、
１組の適合する固定嚢切開も後嚢において作ることができる。これらは、嚢を折り畳んで
シールを改善する役目をすることになる。また、それは、眼の適応プロセスが焦点改善の
ためにＩＯＬ移動するためにより多くの力をＩＯＬに与えることを可能にするという利点
を有する。
【００７５】
　代替的に、本発明のＩＯＬ設計は、嚢と前眼房の間の流体連通を維持するために、水晶
体と嚢の間の間隙を少なくとも様々な位置にもたらすことができる。それによって流体が
前眼房及び嚢内部を通って流れることができることになる。図５Ｂに示す非限定的な例示
的なＩＯＬは、このために支持棒特徴部４５０を含む。例えば、中空溝を固定特徴部４４
２内に置くなどの他の構成も可能である。
【００７６】
　代替的に、レンズは、前嚢、後嚢、又は前後嚢の両方内に埋め込むことができる。後者
は、眼の適応的なプロセスによって良好にもたらすことができる「レンズ内の嚢」構成と
して当業技術で公知のものの代替実施形態である。本明細書に説明する方法によって埋め
込まれるレンズは、嚢内、前嚢及び／又は後嚢上、又は嚢自体の前端及び／又は後端上に
作ることができる。
【００７７】
　ＩＯＬは、前嚢及び後嚢と係合する軸対称の支柱を有するように製造することができる
。ＩＯＬはまた、支柱が軸対称ではないように製造することができる。すなわち、支柱は
、鏡像としてさえも、横方向に併設する必要はない。従って、１つの面からＩＯＬを見る



(19) JP 6444973 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

時に、全ての支柱の基部を見ることができる。
【００７８】
　上述のように、代替実施形態は、ＩＯＬの代わりに又はＩＯＬに加えて薬剤溶出デバイ
スを支持するマイクロフェムト切開の使用を含む。持続放出型の薬剤配置の現在の方法に
よって適切に対処されていない多くの継続中の眼科上の必要性が存在する。この非限定的
な例は、緑内障薬物療法、抗ＶＥＧＦ治療、及びジクロフェナクナトリウム、ケトロラク
トロメタミンのような治療薬、及びＰＣＯと戦う細胞毒性ＬＥＣ特異遺伝子の放出、並び
に角膜の薬剤拡散又はポンピングを改善する他の化合物である。
【００７９】
　図１０は、固定嚢切開４３２ａ内に埋め込まれた薬剤溶出デバイスの実施形態を示して
いる。この例では、薬剤溶出デバイスは、嚢４０２上で中心嚢切開４００の近くの固定嚢
切開４３２ａ内に埋め込まれるプラグ５００である。この例では、プラグ５００は、プラ
グを固定嚢切開４３２ａ内に保持するように設計された機械的な特徴部を含む。
【００８０】
　図１１に示す薬剤溶出プラグ５００は、キャップ５０２を端部５０４で終了する本体５
０６上に有する。孔隙５１０が、他の場合は薬剤溶出プラグ５００に収容される薬剤の分
散を可能にするために本体５０６上に含まれる。デバイス５００の機械的特徴部の例示的
な寸法は、以下の通りである。
【００８１】
【表１】

【００８２】
　図１２は、固定嚢切開と共に使用される薬剤溶出デバイスの更に別の代替実施形態を示
している。他の点では図１１の実施形態と類似のものであるが、図１２に示す実施形態は
、固定嚢切開４３２内のデバイス５００の改善した保持をもたらすための本体５０６に沿
った腰部５１２の追加を含む。これに代えて、ボタン穴嚢切開は、デバイス５００の強化
された保持及び支持をもたらすために使用することができる。
【００８３】
　図５Ａ～図６Ｂに示すデバイスと同様に、図１３Ａに示す代替実施形態は、固定嚢切開
４３２内の改善した保持をもたらす末端キャップ５１４の追加を含む。図１３Ｂは、中心
嚢切開の近くではない嚢の領域内に配置される同じデバイスを示している。
【００８４】
　図１４は、多くの実施形態によるレーザ支援型手術を眼に行う方法６００を示している
。本明細書に開示するあらゆる適切なシステムを含むあらゆる適切なシステムを方法６０
０を実施するのに使用することができる。
【００８５】
　段階６０２では、水晶体嚢を切開するためにレーザを使用することによって固定嚢切開
を眼の水晶体嚢内に形成する。固定嚢切開は、例えば、本明細書に開示されているように
、あらゆる適切な手法を使用して眼内レンズ（ＩＯＬ）の固定特徴部を収容するように構
成される。多くの実施形態において、固定特徴部は、図６Ｂに示すなどの水晶体嚢切開の
近くで水晶体嚢と接続するＩＯＬの表面に対して横断方向に突出する。固定嚢切開は、例
えば、ボタン穴、直線、骨形状、涙滴形状、円形、丸コーナを有する矩形、鋭いコーナを
有する矩形、及び楕円形を含むあらゆる適切な形状を有することができる。あらゆる適切
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な数の固定嚢切開を水晶体嚢内に構成することができる。１つ又はそれよりも多くの固定
嚢切開は、例えば、前嚢内、後嚢内、及び前嚢及び後嚢内などのあらゆる適切な位置に置
くことができる。複数の固定嚢切開の各々は、ＩＯＬの対応する固定特徴部を収容するよ
うに構成することができる。複数の固定嚢切開が使用される時に、同じか又は異なる形状
を使用することができる。多くの実施形態において、固定嚢切開及びＩＯＬは、眼の乱視
の矯正を行うためにＩＯＬを眼に対して向けるように構成される。固定嚢切開は、例えば
、回転対称のパターン、回転非対称のパターン、左右対称のパターン及び左右非対称のパ
ターンを含む適切なパターンを形成するように配置することができる。パターンの非対称
性は、パターンを嚢収縮の自然な非対称性の方向に対処するように向けることを可能にす
る。多くの実施形態において、固定嚢切開の少なくとも１つは、ＩＯＬが埋め込まれる時
に、ＩＯＬの固定特徴部を通過する円に正接して細長い。更には、固定特徴部の少なくと
も１つは、対応する固定嚢切開に隣接して水晶体嚢と嵌合するＩＯＬの表面に対して横断
方向に突出することができる。
【００８６】
　段階６０４では、ＩＯＬの固定特徴部を固定嚢切開と結合する。ＩＯＬは、あらゆる適
切な位置に配置することができる。例えば、ＩＯＬは、前眼房内、水晶体嚢上又は嚢内、
後嚢の前側、及び前嚢の後側に置くことができる。ＩＯＬは、「ピギーバック」ＩＯＬと
することができる。第２のＩＯＬは、ＩＯＬ及び第２のＩＯＬが両方とも水晶体嚢に結合
されるように水晶体嚢に結合することができる。第２のＩＯＬは、ＩＯＬに対して前方に
位置決めすることができる。水晶体嚢に対する第２のＩＯＬの向きは、レーザで水晶体嚢
を通過して作成された１つよりも多い固定嚢切開を使用して拘束することができる。
【００８７】
　上述の段階は実施形態による眼を治療する方法６００を示すが、当業者は、本明細書に
説明する教示に基づいて多くの変形を認識するであろう。段階は、異なる順番で完了する
ことができる。段階は、追加又は削除することができる。段階の一部は、部分段階を含む
ことができる。段階の多くは、治療に有益である場合と同じ程度に頻繁に繰り返すことが
できる。
【００８８】
　方法６００の段階の１つ又はそれよりも多くは、本明細書に説明するような回路、例え
ば、プロセッサ、又はフィールドプログラマブルゲートアレイのプログラマブルアレイ論
理部のような論理回路のうちの１つ又はそれよりも多くで実行することができる。回路は
、方法６００の段階の１つ又はそれよりも多くをもたらすようにプログラムすることがで
き、プログラムは、例えば、コンピュータ可読メモリ上に記憶されたプログラム命令、又
はプログラマブルアレイ論理部又はフィールドプログラマブルゲートアレイのような論理
回路のプログラムされた段階を含むことができる。
【００８９】
　図１５は、多くの実施形態によるレーザ支援型手術を眼に行う方法６１０を示している
。本明細書に開示するあらゆる適切なシステムを含むあらゆる適切なシステムを方法６１
０を実施するのに使用することができる。
【００９０】
　段階６１２では、水晶体嚢を切開するためにレーザを使用することによって固定嚢切開
を眼の水晶体嚢内に形成する。固定嚢切開は、例えば、本明細書に開示されているように
、あらゆる適切な手法を使用して薬剤溶出部材を収容するように構成される。更には、薬
剤溶出部材を収容するように構成された１つよりも多い固定嚢切開は、前嚢内、後嚢内、
又は前後嚢の両方内を含むあらゆる適切な位置に形成及び／又は位置付けることができる
。
【００９１】
　段階６１４では、薬剤溶出部材を固定嚢切開に取外し可能に結合する。薬剤溶出部材の
機械的特徴部は、水晶体嚢に対する薬剤溶出部材の位置を保持するために固定嚢切開を通
して取外し可能に取り付けることができる。１つ又はそれよりも多くの追加の薬剤溶出部
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材を対応する追加の固定嚢切開と取外し可能に結合することができる。
【００９２】
　上述の段階は実施形態による方法６１０を示すが、当業者は、本明細書に説明する教示
に基づいて多くの変形を認識するであろう。段階は、異なる順番で完了することができる
。段階は、追加又は削除することができる。段階の一部は、部分段階を含むことができる
。段階の多くは、治療に有益である場合と同じ程度に頻繁に繰り返すことができる。
【００９３】
　方法６１０の段階の１つ又はそれよりも多くは、本明細書に説明するような回路、例え
ば、プロセッサ、又はフィールドプログラマブルゲートアレイのプログラマブルアレイ論
理部のような論理回路の１つ又はそれよりも多くで実行することができる。回路は、方法
６１０の段階の１つ又はそれよりも多くをもたらすようにプログラムすることができ、プ
ログラムは、例えば、コンピュータ可読メモリ上に記憶されたプログラム命令、又はプロ
グラマブルアレイ論理部又はフィールドプログラマブルゲートアレイのような論理回路の
プログラムされた段階を含むことができる。
【００９４】
　図１６は、多くの実施形態による眼科的介入の方法６５０を示している。本明細書に開
示するあらゆる適切なシステムを含むあらゆる適切なシステムを方法６５０を実施するの
に使用することができる。
【００９５】
　段階６５２では、固定嚢切開のパターンを眼の水晶体嚢内に作成する。固定嚢切開のパ
ターンは、眼内レンズ（ＩＯＬ）の固定特徴部に機械的に結合されるように構成される。
パターンの各固定嚢切開は、例えば、本明細書に開示されているように、あらゆる適切な
手法を使用して眼内レンズ（ＩＯＬ）の対応する固定特徴部を収容するように構成される
。多くの実施形態において、パターンの固定特徴部の少なくとも１つは、図６Ｂに示す対
応する固定嚢切開に隣接して水晶体嚢と嵌合するＩＯＬの表面に対して横断方向に突出す
る。パターンの固定嚢切開は、あらゆる適切な形状を有することができる。例えば、パタ
ーンの固定嚢切開の少なくとも１つは、ボタン穴形状、涙滴形状、丸形、鋭いコーナを有
する矩形の形状、丸コーナを有する矩形の形状、直線形状、骨形状、及び楕円形の形状を
有することができる。多くの実施形態において、固定嚢切開のパターンを作成する段階は
、水晶体嚢をレーザで切開する段階を含む。
【００９６】
　段階６５４では、１次嚢切開を水晶体嚢内に作成する。１次嚢切開は、前嚢切開、後嚢
切開、及び／又は前嚢切開及び後嚢切開の両方とすることができる。１次嚢切開は、あら
ゆる適切な境界形状を有するように作成することができる。例えば、１次嚢切開の境界形
状は、円形、楕円形、多角形、円弧状、及び直線とすることができる。多くの実施形態に
おいて、１次嚢切開を作成する段階は、水晶体嚢をレーザで切開する段階を含む。
【００９７】
　固定嚢切開は、１次嚢切開の周りのあらゆる適切な位置に配置することができる。例え
ば、固定嚢切開のパターンの作成は、１次嚢切開の境界の周りに実質的に同等に離間した
位置で固定嚢切開の２つ又はそれよりも多くを置く段階を含むことができる。固定嚢切開
のパターンの作成は、１次嚢切開の境界の周りに不均一に離間した位置で２つ又はそれよ
りも多くの固定嚢切開を置く段階を含むことができる。固定嚢切開のパターンは、回転対
称、回転非対称、左右対称、又は左右非対称であるように作成することができる。
【００９８】
　段階６５６では、水晶体嚢とＩＯＬとの間に確立される転回の向きを決定する。例えば
、転回の向きの決定は、眼の非点収差軸を決定して眼の非点収差軸に少なくとも部分的に
基づいて転回の向きを決定する段階を含むことができる。パターンの固定嚢切開は、ＩＯ
Ｌが水晶体嚢と組み付けられる時に決定された転回の向きを達成するように構成された位
置に配置することができる。転回の向きは、水晶体嚢の収縮の自然な非対称性の方向に対
応するように決定することができる。
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【００９９】
　段階６５８では、水晶体嚢にＩＯＬを結合する前に、ＩＯＬが水晶体嚢に対して決定さ
れた転回の向きにあるという確認が達成される。転回の向きの確認は、あらゆる適切な方
法を使用して達成することができる。例えば、転回の向きの確認は、ＩＯＬの鍵結合した
特徴部の転回の向きを観測する段階を含むことができる。転回の向きは、水晶体嚢の鍵結
合した特徴部の転回の向きを観測する段階を含むことができる。ＩＯＬの鍵結合した特徴
部は、固定特徴部の相対的な位置決めとすることができる。例えば、多くの実施形態にお
いて、パターンは、結果として２つの左右対称のパターン半分になるために二等分角に沿
って二等分することができ、二等分角は、鍵結合した特徴部として使用することができる
。ＩＯＬ上の鍵結合した特徴部はまた、ＩＯＬ内に作成される１つ又はそれよりも多くの
鍵結合マーカとすることができる。水晶体嚢の鍵結合した特徴部は、水晶体嚢の１つ又は
それよりも多くの解剖学的目印を含むことができる。水晶体嚢の鍵結合した特徴部は、水
晶体嚢内に作成される１つ又はそれよりも多くのマーカを含むことができる。
【０１００】
　段階６６０では、ＩＯＬの固定特徴部を水晶体嚢において固定嚢切開のパターンと機械
的に係合させることによってＩＯＬを水晶体嚢に結合する。ＩＯＬは、水晶体嚢に結合さ
れた時に、例えば、前眼房内、眼の水晶体嚢内、眼の後嚢の前側上、又は眼の前嚢の後側
上に位置付けることができる。
【０１０１】
　上述の段階は実施形態による方法６５０を示すが、当業者は、本明細書に説明する教示
に基づいて多くの変形を認識するであろう。段階は、異なる順番で完了することができる
。段階は、追加又は削除することができる。段階の一部は、部分段階を含むことができる
。段階の多くは、治療に有益である場合と同じ程度に頻繁に繰り返すことができる。
【０１０２】
　方法６５０の段階の１つ又はそれよりも多くは、本明細書に説明するような回路、例え
ば、プロセッサ、又はフィールドプログラマブルゲートアレイのプログラマブルアレイ論
理部のような論理回路の１つ又はそれよりも多くで実行することができる。回路は、方法
６５０の段階の１つ又はそれよりも多くをもたらすようにプログラムすることができ、プ
ログラムは、例えば、コンピュータ可読メモリ上に記憶されたプログラム命令、又はプロ
グラマブルアレイ論理部又はフィールドプログラマブルゲートアレイのような論理回路の
プログラムされた段階を含むことができる。
【０１０３】
　方法６００、６１０、及び６５０は、多くの方法のうちの１つ又はそれよりも多くで組
み合わせることができ、例えば、各方法の１つ又はそれよりも多くの段階は、組み合わせ
ることができ、段階は、異なる順番で完了するか、追加又は削除することができ、組み合
わされた段階の一部は、部分段階を含むことができ、かつ本明細書に説明するように回路
で実行することができる。
【０１０４】
　本発明の好ましい実施形態を図示して説明したが、そのような実施形態は、一例として
のみ示したことは当業者には明らかであろう。多くの変形、変更、及び置換は、ここで本
発明から逸脱することなく当業者に想起されると考えられる。本明細書に説明する本発明
の実施形態に対して様々な代替を本発明を実施する際に使用することができることを理解
しなければならない。特許請求の範囲は、本発明の範囲を定め、これらの特許請求の範囲
及びそれらの均等物の範囲内の方法及び構造は、本発明の範囲によって包含されるように
意図されている。
【符号の説明】
【０１０５】
４０２　水晶体嚢
４３２　マイクロフェムト切開
４４０　眼内レンズ



(23) JP 6444973 B2 2018.12.26

４４４　眼球レンズ
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